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【静岡労研・第５回中間総会】 
 

        労働者派遣法の改正を巡る動向と課題 

          

２０１０・８・２９ 
                   弁護士（自由法曹団元事務局長） 今村幸次郎 
 
１ 派遣法改正を巡る経過 

 ■今回の労働者派遣法改正を巡る動向等についてお話する前に、派遣法制定から現行法

に至るまでの経過について簡単に振り返ってみたいと思います。 

  ■派遣法は１９８５年に制定されましたが、労働者派遣は、それ以前は、職業安定法上、

労働者供給事業として禁止されていました。中間搾取、強制労働や劣悪労働条件等の問

題が生じやすい「働かせ方」だったからにほかなりません。労働者派遣は、こうした問

題の生じやすいもの、それだけに必要最小限にとどめ、適切な管理、規制の必要なもの

であるということを議論の出発点として確認する必要があると思います。 

  ■派遣法制定以来の規制緩和の経過等は、次のとおりです。 

 
 ○１９８５（昭和６０）年派遣法成立 
   ・当初は限定列挙された１３業務にのみ３年間派遣可能 
 ○１９９９（平成１１）年改正 
   ・限定列挙された禁止業務以外は一般的に適法化 
   ・専門２６業務以外は１年間のみ派遣可能 
   ・専門２６業務は同一場所・同一業務における派遣期間が合計３年以内にとの指導 
 ○２００３（平成１５）年改正 
   ・一般業務につき派遣受入可能期間の延長（１年→最大３年） 
   ・専門２６業務につき派遣可能期間の制限撤廃 
   ・製造業務につき派遣解禁 
   ・派遣先事業主の直接雇用申込み義務の導入 
     ア 一般業務－１年以上継続－当該業務への労働者の雇い入れ－雇入努力義務 
     イ 一般業務－期間制限を超えて使用（派遣元からの通知が必要）－申込義務 
     ウ ２６業務－３年超継続－当該業務への労働者の雇い入れ－申込義務 
 
 ■この平成１１年改正、１５年改正は、非常に大きな影響をもたらすものでした。厚生

労働省としても、その影響のフォロー等を行うこととなりました。その後、非正規雇用

労働者数の急拡大、格差社会化が大きな社会問題となり、２００８年から、今回の改正

につながる派遣法見直しの議論がはじまりました。 
 ■０８年の研究会報告の概要、０８年に国会に提出された政府改正案（２０年法案）の

骨子等は以下のとおりです。２０年法案は、派遣労働者の保護と雇用の安定をも目的と

するものでしたが、基本的に、常用型派遣を通じての安定と保護であり、派遣という働
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き方を「常用型」として温存ないし固定化する面をもっていました。 
 ■２０年法案提出までの動き等は以下のとおりです。なお、２０年法案の概要等は、お

手元の冊子の巻末にある【ＮＯ・３】と記載された資料をご参照ください。 
 
 ○２００５（平成１７）年５月～労政審職安分科会需給部会における１５年改正の検討 
 ○２００８（平成２０）年２～７月「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会」 
   ・派遣事業者、派遣労働者の大幅な増加 
   ・偽造請負、日雇い派遣における違反事案の顕在化、登録型派遣における雇用の不 
    安定、正規労働者との格差等の問題 
   ・常用雇用代替防止を前提とし、臨時的・一時的な労働力の需給調整システムとし 
    ての制度の位置付けは維持、派遣労働者のさまざまなニーズに配慮したものとな 
    るようにすることを検討の基本とする 
     →事業規制の強化は必要なものに止め、派遣労働者の保護と雇用の安定を充実 
      させる方向で検討 
   ・０８年７月２８日付報告書 
     ア 日雇い派遣の禁止 
     イ 登録型から常用型へ誘導する仕組み 
     ウ マージン公開義務 
     エ グループ企業派遣の割合規制 
     オ 違法時の派遣先に対する雇用契約申込みの勧告制度 など 
 ○２００８（平成２０）年９月２４日労政審建議「労働者派遣制度の改正について」 
 ○２００８（平成２０）年１１月４日、派遣法改正案（２０年法案）国会提出 
   ・日雇い派遣（３０日以内）を原則禁止 
   ・派遣元事業主に対して、登録型派遣労働者（１年以上勤務）の常用雇用への転換 
    推進措置を努力義務化 
   ・グループ企業内派遣を８割以下に規制 
   ・同種の業務に係る一般の賃金水準等を考慮して賃金を決定することを努力義務化 
   ・専門２６業務に従事する、期間の定めのない雇用契約の派遣労働者について、 
    派遣法４０条の５（雇用契約申込み義務）の適用対象から除外 
   ・期間の定めのない雇用契約の派遣労働者について、特定を目的とする行為を解禁 
   ・マージンなどの情報公開 
   ・違法派遣の場合、行政が派遣先に労働契約を申し込むことを勧告する制度の創設 
 
 ■２０年法案が国会に提出された時期、いわゆるリーマンショックに端を発した世界的

不況がはじまり、国内では、製造業各社による大量の派遣切りがはじまりました。０９

年４月までに約２０万人の非正規雇用労働者が失職し、そのうちの１３万人が派遣労働

者という状況となりました。こうした状況を受けて、派遣元指針・派遣先指針の改正が

行われ、当時の野党側（民主、社民、国民）が２０年法案に対する対案を提出する等の

動きとなりました。 

 ■この野党３党案の概要等は、さきほどの【ＮＯ・３】の資料に２０年法案との対比の
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形でまとめられていますので、ご参照ください。 
 
 ○２００９（平成２１）年３月３１日、派遣元指針、派遣先指針の改正 
   ・派遣契約の中途解除にあたって、派遣元事業主は休業等によって雇用を維持する 
    とともに、休業手当の支払い等の責任を果たすこと 
   ・派遣先は、その責に帰すべき事由により派遣契約を中途解除する場合には、休業 
    等により生じた派遣元事業主の損害を賠償しなければならないこと 
   ・派遣契約の締結時に上記の損害賠償に関する事項を定めること 
 ○２００９（平成２１）年６月２６日、野党３党（民主・社民・国民）案国会提出 
   ・名称の変更（・・及び派遣労働者の保護に関する法律） 
   ・日雇い派遣（２か月以内）を禁止 
   ・２か月以下の雇用契約期間の場合「２か月＋１日」とみなす 
   ・２６業務等以外は常用雇用のみとする（登録型派遣の原則禁止） 
   ・政令で定める専門業務等を除き製造業派遣を禁止 
   ・グループ企業内派遣は８割を超えることを禁止 
   ・就業の実態に応じ、均等待遇を確保 
   ・マージン等の情報公開 
   ・派遣元から派遣労働者に対する通知義務事項の拡大 
   ・派遣元から派遣先に対する通知義務事項の拡大 
   ・派遣受入にあたって、派遣先から派遣先労働組合への通知義務 
   ・派遣先の責任強化 
   ・違法派遣の場合の直接雇用みなし制度の創設 
   ・罰則の強化（法令違反であることを知って派遣受入をした派遣先への罰則導入） 
 
 ■その後、０９年７月に衆議院が解散され、同年８月の選挙で民主党が大勝し、政権交

代が起こりました。民主党政権下での与党３党の政策合意に基づき、登録型派遣・製造

業派遣の原則禁止等を骨子とした派遣法改正案の議論が始まりました。１０年４月に現

在の政府改正法案（２２年法案）が国会に提出されました。この法案は、現在、衆議院

で継続審議（閉会中審査）となっております。この間の経過等は以下のとおりです。 
  
 ○２００９（平成２１）年７月２１日、衆議院解散により２０年法案及び野党３党法案 
  いずれも廃案に 
 ○２００９（平成２１）年８月３０日、衆議院選挙において民主党勝利＝政権交代 
 ○２００９（平成２１）年９月９日、民主党、社民党、国民新党、連立政権樹立にあた 
  っての政策合意 
  【派遣法関連】  
   ・日雇い派遣、スポット派遣の禁止 
   ・登録型派遣は原則禁止 
   ・製造業派遣も原則禁止 
   ・違法派遣の場合の直接雇用みなし制度の創設 
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   ・マージン率の情報公開、など 
   ・派遣業法から派遣労働者保護法に 
 ○２００９（平成２１）１２月２８日、労政審答申「今後の労働者派遣制度の在り方に 
  について」 
 ○２０１０（平成２２）年４月６日、政府派遣法改正法案（２２年法案）衆議院に提出 
 ○２０１０（平成２２）年５月３０日、社民党が連立政権から離脱 
 ○２０１０（平成２２）年６月４日、鳩山内閣総辞職 
 ○２０１０（平成２２）年６月８日、菅内閣発足 
 ○２０１０（平成２２）年６月１６日、第１７４回通常国会終了 
    →２２年法案は継続審議（衆議院で閉会中審査） 
 ○２０１０（平成２２）年７月１１日、参院選において民主党大敗＝参院で過半数割れ 
 ○２０１０（平成２２）年７月２２日、菅首相と亀井国民新党代表の会談 
   ・０９年９月の３党合意を全力を挙げて実現していくこと 
   ・郵政法案、労働者派遣法改正案などの処理を９月の臨時国会で進めること 

・社民党の協力を引き続き模索していくこと 
    で一致（２０１０年７月２３日付日経） 
 ○２０１０（平成２２）年７月３０日～８月６日、第１７５回臨時国会 
    →２２年法案は継続審議（衆議院で閉会審査中） 
 ○２０１０（平成２２）年９月、第１７６回臨時国会 
   ＊ 長妻厚生労働大臣「時間をかけて閣議決定したので、何とか（秋の臨時国会で） 
     通すようにやっていきたい。」（２０１０年８月２０日付日経） 
 
２ ２２年法案の概要 

 ■次に現在の政府改正法案（２２法案）の概要についてお話します。この法案は、政権

交代後の与党政策合意を踏まえたものではありますが、基本的には、２０年法案を引き

継ぐ内容となっています。２０年法案に当時の野党３党案を継ぎ足して調整したものと

いう感じの出来上がりになっています。登録型派遣の原則禁止、製造業派遣の原則禁止

を打ち出しましたが、いずれも常用型が禁止の例外となっています。日雇い派遣や登録

型を常用型に誘導し、「派遣」を常用型派遣として温存、固定化する内容になってしまっ

ています。その概要は以下のとおりです。 
 ■なお、巻末の【参考資料】と記載された資料は、２２年法案のもととなった０９年１

２月の労働政策審議会答申です。適宜ご参照ください。 
 

(1)２０年法案の内容を基本的に引き継ぐものである 

・専門２６業務に従事する労働者について、期間を定めないで雇用される派遣労働者 
 であるとの通知を受けている場合、３年を超える期間継続して受け入れていても、 
 雇用契約申込み義務は発生しないとの規定（４０条の５の適用除外） 
・関係派遣先への労働者派遣の制限（グループ内企業への派遣制限） 
・有期雇用派遣労働者等の雇用の安定（常用雇用への転換措置等の努力義務） 
  →そのまま２２年法案へ 
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＊ただし、２０年法案に盛り込まれていた、期間を定めないで雇用される派遣労働 
 者に関する特定目的行為の解禁は、２２年法案から削除。 

(2)登録型派遣の原則禁止 

・常時雇用の労働者以外の労働者派遣は原則禁止 
・例外は、 
   専門２６業務 
   産前産後休業、育児休業、介護休業取得者の代替要員派遣 
   高齢者派遣 
   紹介予定派遣 
・常時雇用の定義＝従来どおり 
   ＊「常時雇用される」とは、雇用契約の形式の如何を問わず、事実上期間の定 
    めなく雇用されている労働者のことをいう。 
    具体的には、次のいずれかに該当する限り「常時雇用される」に該当する。 

① 期間の定めなく雇用されている者 
② 一定の期間（例えば、２か月、６カ月等）を定めて雇用されている者で

あって、その雇用期間が反復継続されて事実上①と同等と認められる者。

すなわち、過去１年を超える期間について引き続き雇用されている者又

は採用の時から１年を超えて引き続き雇用されると見込まれる者 
③ 日々雇用される者であって、雇用契約が日々更新されて事実上①と同等

と認められる者。すなわち、②の場合と同じく、過去１年を超える期間

について引き続き雇用されている者又は採用のときから１年を超えて引

き続き雇用されると見込まれる者 
      （「労働者派遣事業関係業務取扱要領・厚生労働省職業安定局」１６頁） 
 (3)製造業務派遣の原則禁止 

・常用雇用の労働者派遣については禁止の例外とする。 
 (4)日雇い派遣の原則禁止 

   ・日日又は２か月以内の期間を定めて雇用する労働者について原則禁止 
   ・例外はポジティブリスト化 
 (5)均衡待遇 

   ・派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮しつつ、 
    賃金等を決定するよう配慮することを派遣元に義務付け 
 (6)マージン率の情報公開 

   ・２０年法案の情報公開に加え、派遣労働者に対する一人当たりの派遣料金額を 
    明示する義務 
 (7)違法派遣の場合における労働契約申込みみなし制度の創設 

   ・派遣先が、以下の違法派遣につき、違法であることを知りながら（または知らな 
    いことにつき有過失で）派遣労働者を受け入れている場合、違法状態が発生した 
    時点で、その時点における派遣元における労働条件と同一の労働条件を内容とす 
    る労働契約を申し込んだものとみなす制度の導入 
   ・労働者が受諾の意思表示をした時点で契約成立 
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   ・みなし申込みの存続期間は１年間 
   ・対象となる違法派遣 

① 禁止業務への派遣受入 
② 無許可・無届の派遣元からの派遣受入 
③ 期間制限を超えての派遣受入 
④ いわゆる偽装請負（派遣法等の適用を免れることを目的として、請負その他 

労働者派遣以外の名目で契約を締結し、法定の契約事項を定めずに派遣労働者 
を受け入れること）の場合 

⑤ 登録型派遣の原則禁止に違反して、常用雇用する労働者でない者の受入 
   ・労働者がみなし申込みを受諾したにもかかわらず当該労働者を就労させない場合 
    派遣先に対する行政勧告制度を導入 
 (8)労働者派遣契約の解除にあたって講ずべき措置 

   ・派遣先都合による派遣契約解除の場合、新たな就業機会の確保、休業手当等の 
    支払いに要する費用の負担その他の措置を派遣先に義務付け 
 (9)名称・目的の変更 

   ・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 
 (10)施行期日 

   ・公布日から６カ月以内 
   ・登録型派遣の原則禁止、製造業務派遣の原則禁止については公布日から３年以内 
   ・登録型派遣の原則禁止については施行日から更に２年後までの間、適用猶予措置 
 
３ ２２年法案の問題点 

 ■すでに述べたとおり、２２年法案は基本的に２０年法案を引き継ぐものとなっていま

す。登録型派遣・製造業派遣の原則禁止を打ち出していますが、いずれも常用型が禁止

の例外となっています。常用型は、派遣全体数の約８割、製造業派遣の約６割を占めて

おり、例外の方が大きすぎて、禁止の実態を伴わない結果となってしまっています。対

象業務の見直し、期間制限の厳格化という本来必要な改正点は全く含まれておりません。 

 ■２２年法案も、派遣元での常用化によって派遣労働者の保護と雇用の安定を図るもの

になっています。派遣は臨時的・一時的な雇用調整にとどめ、実質的な使用者の下で安

定雇用を確保するという、本来のあるべき考え方に逆行するものとなってしまっていま

す。対象業務を制限し、期間制限も厳格化して（＝派遣は臨時的・一時的なニーズを満

たすものに限定）、「労働者を一定期間以上使用した場合、当該使用者の下での無期限雇

用に」という法制度（＝直接無期の原則）の確立が求められていると思います。 

■２２年法案の主要な問題点を以下のとおり箇条書きにしてみます。 

■なお、専門２６業務、自由化業務、製造業務に従事する派遣労働者数、それぞれにつ

いての常用型、登録型の別（平成２０年６月１日現在）については、巻末の【参考資料

３】の資料をご覧ください。 

 

 ○登録型派遣の原則禁止＝例外が大きすぎる 
  →全派遣労働者２０２万人中、１５８万人が禁止の例外（７８％） 
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  →専門２６業務の見直しが必要不可欠 
  →常用雇用の定義の見直しが必要不可欠 
 ○製造業派遣の原則禁止＝例外が大きすぎる 
  →製造業派遣５６万人中、３５万人が禁止の例外（６３％） 
  →常用雇用の定義の見直しが必要不可欠 
 ○みなし申込みにおける労働条件 
  →派遣元の労働契約が有期だった場合、直接雇用されてもすぐに雇止のおそれ 
 ○均衡待遇の配慮義務 
  →均等待遇の義務化へ 
 ○２０年法案の規制緩和策＝期間の定めのない専門業務派遣についての直接雇用義務撤

廃が含まれている。 
 ○施行期日 
  →３年後や５年後では遅すぎる 
 
４ 今後の課題 

 ■今後は、この問題を、派遣を含む非正規雇用労働者に対する不合理な差別をなくして

いくという大きな視点でとらえることが重要かと思います。厚生労働省の有期労働契約

研究会が近く最終報告を出し、２年後の法改正を目指した議論が開始されようとしてい

ます。有期雇用の不合理、不適正使用を正す方向が志向されるものと思われます。こう

した動きもにらみながら、雇用について、直接雇用原則、無期限雇用原則、均等待遇原

則の確立を目指す大きな取り組みが求められていると思います。派遣法改正問題もこう

した大きな流れの中でとらえることが重要かと思います。 
 ■そのためには、派遣で働く労働者がどんな実情におかれているかという事実から出発

することが重要だと思います。当研究所では、次年度の活動方針で、県内の派遣労働者

の実態調査を行うと伺いました。非常に重要な取り組みだと思います。派遣法や有期労

働契約法制の抜本改正を求める大きな運動につながるような成果を上げられるよう期待

しております。 
 ■ただ、２２年法案には、直接雇用申込みみなし制度の導入等、確かに前進面も含まれ

てします。一歩前進の法案として早期にこの法案を通した方がいいのか、あくまで抜本

改正を求めるのか、いろいろな考え方がありうると思います。参議院で自民党等の野党

が過半数を握った現状をどう考えるかという問題もあります。秋の臨時国会あるいはそ

の後に向けて、どのように運動していくのか等については、十分な議論が必要かと思い

ます。 
 ■直接雇用原則、無期限雇用原則、均等待遇原則は国際社会では常識的な規範となって

います。イギリスでは４年、フランスでは１８カ月、ドイツでは２年、韓国でも２年と

いう期間以上継続使用する場合は、無期雇用とするという法規制がされています。雇用

形態による不合理な差別も禁止されています。まさにグローバルスタンダードです。日

本では、若年層の約半数が、非正規・不安定雇用ないし無業状態となっています。派遣

をはじめとする非正規雇用労働者に対する不当な差別、若者がまともに働けない現状は、

日本の未来を覆う暗い影となっています。みんなで力を合わせて、直接・無期限・均等
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待遇の原則を確立させるよう頑張っていきたいと思います。 
 ■派遣法抜本改正を巡る課題等について、思うところを列挙すれば以下のとおりです。 
 
 ○運動の広がりをどう作るか 
   －実態の解明 
   －わかりにくさの克服 
   －非正規雇用全体の問題とのリンク（特に有期雇用法制問題） 
   －格差社会の問題等、大きな視点での議論 
 ○財界等の改正反対の動きにどう対応するか 
   －反対意見の骨子 
   【登録型禁止について】 
     登録型派遣には労働者のニーズもある 
     規制の対象となる４４万人の職が失われる 
   【製造業務禁止について】 
     製造業派遣が禁止されると中小企業の人材確保が困難に（受注機会の減少） 
     生産拠点の海外移転がすすみものづくりの基盤喪失、雇用機会の減縮を招く 
   【申込みみなし制度について】 
     企業の採用の自由や労働契約の合意原則を侵害する 
     違法派遣や派遣労働者の雇用の安定はそもそも派遣元の責任である 
     規定を設けるとしても、派遣先の故意・重過失に起因する場合に限定すべき 
   －参議院での野党（自民党など）過半数の状況をどう考えるか 
 ○秋の臨時国会に向けて 
 
 
                                     以 上 


